
上記の者に対する殺人，銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件について，被害者

Ａ及び同Ｂに係る被害者等から被害者特定事項の秘匿の申出があったので，当裁判

所は，弁護人の意見を聴いた上，刑訴法２９０条の２第１項により主文１項のとお

り決定し，併せて，検察官及び弁護人の意見を聴いた上，同条３項により主文２項

のとおり決定する。

なお，弁護人は，本件につき，被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨

の決定をすることが，憲法３７条１項の定める公開裁判を受ける権利を侵害し，ひ

いては，憲法３２条の裁判を受ける権利そのものを空洞化するおそれがあると主張

するが，同決定が，裁判を非公開で行う旨のものではないことは明らかであって，

公開裁判を受ける権利を侵害するものとはいえないから，所論は前提を欠くという

べきである。

以上は，裁判官全員一致の意見である。

主 文

１ 本件の被害者Ａ及び同Ｂにつき，被害者特定事項を公開の法廷で明らかにし

ない。

２ 本件の被害者Ｃ，同Ｄ及び同Ｅにつき，被害者特定事項を公開の法廷で明ら

かにしない。

(裁判長裁判官 才口千晴 裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官

泉 徳治 裁判官 涌井紀夫)


